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はじめに 
１ 部活動のおさえ 

① 生徒の自主的、自発的な参加により行われる活動である。 

② 学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意して行う。 

 

２ 部活動の目的 

○ スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、

学校教育がめざす資質・能力の育成に資するものである。 

○ 異年齢との交流の中で、生徒同士や教師と生徒との好ましい人間関係の構築を図っ

たり、生徒自身が活動を通して自己肯定感を高めたりするなど、生徒が多様な学び

や経験をする場である。 

 

３ 部活動実施上の留意点 

 《生 徒》 

○ けがの防止や心身のリフレッシュへの配慮 

○ 部活動以外の多様な人々との触れ合いや様々な体験の充実確保への配慮 

○ 家庭における豊かな人間関係や家庭生活への配慮 

 《教 師》 

○ 部活動指導が過度な負担にならないよう配慮 

 

４ 本方針策定の趣旨 

 本校は、学校教育目標等を踏まえ、スポーツ庁の「運動部活動の在り方に関する総合的

なガイドライン」及び文化庁の「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に

則り、「南富良野町の部活動の在り方に関する方針」に基づき、本方針を策定した。 

 生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動が、生徒のバランスのとれた生活

や心身の成長に配慮されるとともに、教師が、健康でいきいきとやりがいをもって勤務

しながら、学校教育の質が高められる環境を構築し、持続可能な本校の部活動となるよ

う、合理的でかつ効率的・効果的に行うものとして実施していく。 

 

 

１ 適切な運営のための体制整備 
 

（１）設置する部活動 

  ア 本校は、今年度、次の部活動を設置する。 

   【運動部】 ①ソフトテニス部  ②野球部  ③バレーボール部 

   【文化部】 ①吹奏楽部 

 

  イ 特設部として、次の競技の中体連大会に参加希望の生徒がいる場合、大会期間中

の部活動設置を認める。 

    ①陸上競技  ②剣道  ③スキー 

    ※上記以外の競技については、別に協議した上で校長が決定する。 

 

（２）部活動の運営に関する校内組織 

○ 部活動委員会（教頭、中体連理事、部活動顧問２名） 

   ・部活動委員会を開催し、部活動の推進並びに運営に関する共通理解を図る。 
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（３）部活動に係る相談・要望の窓口 

○ 校内に「部活動に係る相談・要望の窓口」を次のように設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）部活動顧問に係る運営体制の整備 

  ア 部活動計画等の作成 

○ 部活動顧問は、毎月の活動計画を作成する。 

○ 校長は、教師や生徒の負担が過度とならないよう、必要に応じて指導・是正を行

う。また、活動全般及び大会出場等に要する経費等についても負担が過度になら

ないように指導する。 

 

  イ 指導・運営に係る体制の構築 

○ 持続可能な部活動を実施できるよう適正な部活動数や顧問の配置を検討するな

ど、学校全体としての指導や適切な運営及び管理に係る体制構築に努める。 

 

（５）生徒のニーズ等を踏まえた環境の整備 

  ア 部活動の設置、統廃合、合同チーム等の編制 

○ 生徒の少子化や多様なニーズ及び顧問数の減少等、既存の部活動の課題の解決を

図り、生徒と部活動顧問の負担が過度とならないような部活動体制構築に努める。 

    ・合同チームや部活動拠点校方式等の検討 

    ・部活動指導員の導入検討、等 

 

  イ 地域との連携等 

○ 合理的かつ効率的・効果的な活動となる部活動への取組について、保護者や地域

に積極的に情報を発信し、理解の促進を図る。 

○ 生徒のスポーツ環境の充実や芸術文化等の活動に親しむ機会の充実の観点から、

各種スポーツや文化連盟等との協力並びに地域の関係団体との連携などの検討

を進める。 

・部活動指導員の大会引率等 

 

  ウ 学校単位で参加する大会の見直し 

○ 生徒の教育上の意義、生徒や部活動顧問の負担が過度とならないことと等を考慮

して、学校の部活動が参加する大会等（地域からの要請により参加する地域の行

事、催し物等を含む。以下同じ。）の回数に上限の目安等を定める方向で、参加

する大会等の精査を行う。 

※ 中体連専門委員との協議や主催者及び競技団体との連絡調整が必要 

 

  

【連絡先】 

  〒079-2400 南富良野町字幾寅 1052 

  TEL 0167-52-2410  FAX 0167-52-2465 

  E-mail minamifurano-jh@furano.ne.jp 

  担当 南富良野中学校 教頭 
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２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進 
 

（１）運動部・文化部活動における適切な指導の実施 

  ア 運動部・文化部顧問は、部活動の実施に当たっては、生徒の体調変化や気象条件

などの環境変化に十分注意するとともに、文部科学省が平成２５年５月に作成した

「運動部活動での指導のガイドライン」に則り、生徒の心身の健康管理（スポーツ

障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等を含む。）、事故防止（活

動場所における施設・設備の点検や活動における安全対策等）及び体罰・ハラスメ

ントの根絶を徹底する。 

 

  イ 運動部・文化部顧問の指導で特に配慮すること 

○ 適切な練習量と休養の設定を行う。（トレーニング効果やスポーツ障害・外傷の

リスク、心身の負担等を理解した指導） 

○ 生徒とのコミュニケーションの確保に留意し指導を行う。（生徒個々の体力や能

力の向上や、生涯を通じてスポーツや芸術文化に親しむ基礎を培うための指導） 

○ 科学的トレーニングや合理的でかつ効率的・効果的なトレーニング（活動）の積

極的な導入を進める。（生徒がバーンアウトすることなく、自己の目標を達成で

きるような指導及び短時間で効果が得られる指導） 

○ 専門的知見を有する教諭等との連携・協力を図った指導を行う。（生徒の個人差

や体と心の状態を把握した正しい知識による指導） 

○ 気象庁からの警報（高温注意、暴風雪、大雨、大雪、落雷等）のほか、学校安全

に関わる情報がある時、活動場所で測定した暑さ指数(WBGT)が 31℃以上の場

合には、原則として活動を行わない。 

 

（２）適切な休養日等の設定 

  ア 部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、教育課程

内の活動、部活動、学校外の活動、その他の食事、休養及び睡眠等の生活時間のバ

ランスのとれた生活を送ることができるよう、以下を基準とする。 

 

  【休養日】 

○ 学期中は、週当たり 2 日以上の休養日を実施する。長期休業中もこれに準ずる。 

（平日及び土・日の週末でそれぞれ 1 日の休養日を実施する。） 

○ 中体連、中文連等が主催する大会、コンクール等の日から起算して 1 か月以内

の期間に上記の休養日が確保できない場合は、代替の休養日を設定する。 

○ 週末、祝日に大会参加等で活動した場合は、休養日を振り替える。 

○ 定期試験 3 日前からと学力テスト前日は、活動は休止する。 

○ 学校閉庁日は部活動休養日とし、道民家庭の日（毎月第 3 日曜日）は、可能な

限り休養日とするように努める。 

○ 休養日には、学校で行う朝練習や自主練習も行わない。 

○ 上記を基本に 1 年を５２週と考え、年間累計で１０４日以上の休養日を実施す

る。 

 

  【活動時間】 

○ 平日は、２時間程度、終了時間は１８時２０分とする。（４月～９月） 

（その他の期間は、１７時２０分とする） 

○ 土・日・祝日は及び長期休業中は、３時間程度とする。 
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  イ 連休での休養日について 

○ ゴールデンウイークなどの土日を挟む連休（３連休以上）では、連休総数の４割

以上の部活動休養日を設ける。 

・具体例 ３連休の場合・・・４割＝1.2 日のため、1 日以上の休養日設定 

  4 連休の場合・・・4 割＝1.6 日のため、2 日以上の休養日設定 

 ただし、大会等特別な事情がある場合には、代替の休養日を設定する。 

 

  ウ 移動時間の活動への配慮 

○ 合同練習や試合参加のための移動時間については、生徒の活動時間に含めないこ

ととする。ただし、長時間の移動を伴う活動については、生徒の健康や学習を考

慮した回数とする。 

 

  エ 平日の朝練習の取扱い 

○ 平日に朝練習を実施した場合は、その時間を部活動の活動時間に加え、放課後の

時間で調整する。 

 

 

３ 部活動の充実に向けて 
 

（１）部活動顧問と生徒の信頼関係づくり 

○ 部活動顧問と生徒の信頼関係が活動の前提となる部活動運営の推進 

    ・体罰及び、生徒の人格・人間性を否定する言動の禁止 

 

（２）部活動内の生徒間の人間関係形成、リーダー育成等の集団づくり 

○ 生徒のリーダー的資質・能力の育成とともに、協調性や責任感を涵養し、望まし

い人間関係や人権感覚を育成する。また、生徒への目配りを行い、部活動内にお

ける暴力行為やいじめ等の発生防止を含めた適切な集団づくりに努める。 

 

（３）その他 

○ 女子の指導（女性特有の健康問題）への配慮 

○ 家庭や地域との連携を図る取組（部活動への理解を深める）の充実 

○ 障害のある生徒の部活動の充実に向けた取組の推進 

 

 

おわりに 
 

○ 「南富良野中学校 部活動に係る方針」は、南富良野町教育委員会や本校の取組

状況を踏まえるとともに、国（文部科学省、文化庁、スポーツ庁等）や中央教育

審議会の動向を注視しながら、必要に応じて内容の見直しを行うものとする。 

○ この部活動に係る方針は、令和 2 年 4 月に一部見直しを実施した。 

○ この部活動に係る方針は、令和 3 年 4 月に一部見直しを実施した。 

○ この部活動に係る方針は、令和 4 年 4 月に一部見直しを実施した。 

○ この部活動に係る方針は、令和 5 年 4 月に一部見直しを実施した。 

○ この部活動に係る方針は、令和 6 年 4 月に一部見直しを実施した。 

○ この部活動に係る方針は、令和 7 年 4 月に一部見直しを実施した。 


